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〈〈工工事事経経歴歴書書のの書書きき方方〉〉

＊ この表は、建設業法第２条別表第１の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成してください。  

＊ 消費税抜きの千円未満切捨てで記入してください。  

＊ 税抜き金額の記入の際は、税率に注意してください。  

＊ 工事の記入方法等は、Ｐ．３３からＰ．３７までの記入例等を参照してください。 

＊ 財務諸表の作成方法は「建設業許可申請変更の手引」を参照してください。 

 ＊ 免税業者等、税込みで変更届出書（決算）を提出している場合は、裏付資料として税抜きで作成し、

経営事項審査申請時に別途提出してください。 

工事の記載手順 

※請負代金の額が大きい下請工事（下請負人として請け負った建設工事をいいます。以下同じ）があっ

たとしても、必ず、下記のア元請工事（発注者から直接請け負った建設工事をいいます。以下同じ。）

から記載してください。 

ア 元請工事に係る完成工事について、当該完成工事に係る請負代金の額（工事進行基準を採用してい

る場合にあっては、完成工事高。以下同じ。）の合計額の７割を超えるところまで、請負代金の額の大

きい順に記入し、手順イに移ってください。元請工事の合計額の７割に達する前に、工事１件の請負

代金の額が税込み５００万円（建築一式工事は税込み１，５００万円）未満等の軽微な工事（建設業

法施行令第１条の２第１項を参照。以下「軽微な工事」といいます。）が１０件となった場合、又は当

該完成工事に係る請負代金の額の合計額が１，０００億円を超えた場合も、その段階で手順イに移っ

てください。 

イ アに続けて、アを除いた元請工事及び下請工事に係る完成工事について、全ての完成工事に係る

請負代金の額の合計額の７割を超えるまで、請負代金の額の大きい順に記入してください。この段階

で軽微な工事をアと合わせて１０件記入した場合又は全ての完成工事に係る請負代金の額の合計額

が１，０００億円を超えた場合には、そこで記入を終了してください。 

 

〈〈注注意意事事項項〉〉（Ｐ．３７の工事経歴書記載例 丸数字に対応）

① 建設業法第２条の別表による工事の種類を記入してください。 

「直前３年の各事業年度における工事施工金額 様式第３号（第２条関係）」の「許可に係る建設工事

の施工金額」に記載した工事種別の工事を記入してください。 

② 「「税税抜抜」」をを○○でで囲囲んんででくくだだささいい。。＊＊請請負負代代金金のの額額はは、、消消費費税税抜抜ききでで記記入入ししててくくだだささいい。。 

③ 契約書等に記載されている「注文者」を記入してください。 

④ 元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記入してください。 

⑤ 工事名は、内容が分かるように記入してください。 

例 ア．塗装工事の場合：道路維持工事（路面表示工事） 

   イ．管工事の場合：Ｙ邸新築工事（給湯設備工事） 

※③「注文者」、⑤「工事名」の記載は、個人の氏名が特定されることがないように十分留意してくださ

い（注文者「Ａ（個人）」、工事名「Ａ邸新築工事」）。 

⑥ 完成工事について、建設業法第２６条第１項又は第２項の規定により工事現場に配置された技術者の

氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記入してください。また、当該工事の施工中に配置技術者の変

更があった場合は、変更前の者も含む全ての者を記入してください。 
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＊ 監理技術者等： 

発注者から直接請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代

金の額（複数ある場合はその総額）が税込み４，５００万円以上（建築一式は税込み７，０００万円以上）

になる場合は、監理技術者を置かなければなりません。「「公公共共性性ののああるる工工作作物物にに関関すするる重重要要なな工工事事」」はは、、主主

任任技技術術者者及及びび監監理理技技術術者者はは、、工工事事現現場場ごごととにに専専任任ででななけけれればばななららずず、、「「営営業業所所のの専専任任技技術術者者」」ととのの兼兼任任ももでで

ききまませせんん（（「「公公共共性性ののああるる工工作作物物にに関関すするる重重要要なな工工事事」」以以外外のの工工事事ででああっっててもも、、原原則則ととししてて営営業業所所のの専専任任技技

術術者者ととのの兼兼任任ははででききまませせんん））。。 

 

＊ 公公共共性性ののああるる工工作作物物にに関関すするる重重要要なな工工事事：：請請負負金金額額がが税税込込みみ４４，，００００００万万円円（（建建築築一一式式工工事事のの場場合合はは

８８，，００００００万万円円））以以上上のの工工事事ののううちち、、個個人人住住宅宅をを除除いいたたほほととんんどどのの建建設設工工事事がが対対象象（根拠条文：建設業法

第２６条第３項、建設業法施行令第２７条）  

 

＊ 配置技術者が、監理技術者資格者証の交付を受けていても、当当該該工工事事がが、、監監理理技技術術者者のの設設置置をを要要ささなな

いい工工事事はは、、主主任任技技術術者者のの欄欄にに「「レレ」」点点ををししててくくだだささいい。。ままたた、、ＪＪＶＶ（（共共同同企企業業体体））のの場場合合はは、、構構成成員員でで

ああるる全全業業者者（（会会社社））がが監監理理技技術術者者等等をを設設置置ししななけけれればばななりりまませせんんののでで、、配配置置技技術術者者のの欄欄はは、、代代表表業業者者

ででははなないい業業者者ででああっっててもも、、自自社社のの技技術術者者のの氏氏名名をを記記入入ししててくくだだささいい。。 

 

＊ 工事現場に監理技術者を設置しなければならない工事は、特定建設業許可業者が請け負った元請工事

に限ります。 

 

＊ 「登録基幹技能者講習」を修了していても、これだけでは、建設業法第２６条に規定された配置技術者 

（主任技術者及び監理技術者）及び営業所の専任技術者にはなれません（建設業法第７条第２号又は第１

５条第２号に該当していなくてはなりません）。 

 

＊ 直接的恒常的な雇用関係にない出向者は、原則として配置技術者（監理技術者又は主任技術者）にはな

れません（平成１６年３月１日付国総建第３１５号「監理技術者制度運用マニュアル」（国土交通省のホ

ームページ）２－４を参照）。派遣社員もなれません。  

  

⑦ Ｐ．３３の工事の記載順や、Ｐ．３４からＰ．３７までの記入例等を参照し、間違えないように記入し

てください。 

＊ 請負代金の額は、消費税抜きで記入してください。  

＊ ＪＶ（共同企業体）として行った工事は、ＪＶ全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額又は分担

した工事額を記入してください。また、工事進行基準を採用している場合は、当該工事進行基準が適用

される完成工事について、その完成工事高を括弧書きで付記してください。 

 

⑧ 次ページの内訳工事業種一覧の（一）欄に掲げる建設工事について工事経歴書を作成する場合におい

て、（二）欄に掲げる工事があるときに、（三）に掲げる略称に丸を付し、工事ごとに（二）欄に掲げる工

事に該当する請負代金の金額を記入してください。 

  

─ 40 ─

〔 １ 〕

経

営

事

項

審

査

制

度

と

は

〔 ２ 〕

提

出

書

類

一

覧

〔 ３ 〕

作

成

要

領

〔 ３ 〕

経
営
規
模
等
評
価
申
請
書

総

合

評

定

値

請

求

書

〔 ３ 〕

工

事

種

類

別

完

成

工

事

高

〔 ３ 〕

技

術

職

員

名

簿



- 41 - 
 

＊ 内訳工事業種一覧 

  

⑨ 小計の欄は、ページごとの合計額等を記入してください。 

㋐ 完成工事の件数 

㋑ 完成工事高 

㋒ 前記⑧の内訳工事業種一覧の（二）に該当する場合、その合計額 

㋓ ㋑のうち元請工事の完成工事高 

㋔ ㋒のうち元請工事の完成工事高 

 

⑩ 合計の欄は、各業種の最終ページにおいて、該当業種（１業種ごと）の合計額を記入してください。 

㋕から㋙までの記入方法については、⑨を参照してください。 

＊ 合計の欄の件数及び金額は、全業種分の工事経歴書に記載された全業種の総合計ではなく、業種ごと

の直近１年分の総合計になります。また、業種ごと（元請・下請の区分を含みます）の金額は、決算報

告（変更届）の「直前３年の各事業年度における工事施工金額」及び帳票「工事種類別完成工事高・

工事種類別元請完成工事高」（Ｐ．２２参照）の金額に一致します（一式工事に振り替える場合等を除

きます）。 

 

〈〈海海外外子子会会社社のの経経営営実実績績のの評評価価〉〉

建設業者の海外進出意欲の醸成を図る観点から、海外子会社の完成工事高が評価対象となりました。な

お、評価に当たっては、国土交通省に対して国土交通大臣の認定申請を行い、認定後に、許可行政庁が審査

することとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（一） （二） （三） 

土木一式工事 プレストレストコンクリート構造物工事 ＰＣ 

とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理 

鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部 
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